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介護保険費用負担割合証の一斉更新について 
 

要介護・要支援認定を受けた方は、毎年 6～7 月頃  

に、市区町から負担割合が記載された負担割合証が 

交付されます。新たな介護保険負担割合証の有効期  

間は「8 月 1 日～翌年 7 月 31 日」です。 

新たな証の発行に伴い、8 月 1 日から負担割合が 

変更されている場合がありますので、介護サービス提  

供時には介護保険被保険者証と併せて負担割合証  

の確認をお願いします。                          

また、保険料滞納の給付制限について、現役並み 

所得のある方の利用者負担割合変更に伴い、給付額  

減額措置における未収納対策としての維持がされるよ 

う、現役並み所得者の給付割合が６割（利用者負担  

４割）に制限されております。 

被保険者証の給付制限欄をご確認ください。 

 

負担割合を誤って請求すると  
 

「保険給付率：市町村認定の給付率と相違」  12SA 

「保険請求額：記載された値が計算値を超過」ASSA 

という内容で返戻となり介護給付費は支払われません。 
 

 

 

対応：介護保険負担割合証で負担割合を確認し、正しい給付率・請求額に修正

し再請求してください。 
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介護職員等特定処遇改善加算の届出について 
 

２０１９年度の介護報酬改定では、介護職員の確保・定着につなげ

ていくため、現行加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算（以下

「特定加算」という。）が創設されました。 

 

基本的な考え方、実施方法等などの詳細については、「介護保険最

新情報 Ｖｏｌ.719 平成 31 年 4 月 12 日版」に掲載されていますので

WAM ネット等でご確認ください。 

 

 

平成31年４月12日付け老発0412第8号  

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 

事務処理手順及び様式例の提示について」（抜粋） 

 

略  

 ５ 都道府県知事等への届出  

 
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、特定加算を取得する

年度の前年度の 2月末日（2019年度にあっては 8月末日）までに、
介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府

県知事等に提出するものとする。 

 ただし、介護職員特定処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して
都道府県知事等に届け出ることができる。 

また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算

を取得しようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するもの

とする。 

 

略  

 


